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	会議名
	令和２年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会（書面開催）

	通知日
	令和２年４月１３日(月)
	場所
	書面開催

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■藤井千賀 委員、■尾﨑田鶴 委員

■林　直　 委員、■村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員

(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■兎本明夫 委員、■若菜和雄 委員

■木村英城 委員、■藤原慶輔 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、■久保恭子 委員、■堀　英延 委員

■福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	議題


	１．新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険における傷病手当金の対応　　　
について

新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる給与等の支払いを受けている被保険者が、療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
１　制度概要（国通知を基に全市町村で実施の見込）
　①　支給に係る法的根拠
国民健康保険法第５８条第２項の規定に基づき、任意給付に該当することから、条例の制定により支給可能

　②　財政支援
　　　　感染拡大防止の観点から、保険者が国通知に基づく傷病手当金を支給する場合、その財源として、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行う

　③　対象者
　　　　被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

　④　支給対象となる日数
　　　　労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間

　⑤　支給額
　　　　１日当たりの支給額【＝（直近の継続した３月間の給与収入の合計額÷就労日数）
　　　　　　　　　　　　　　×（２/３）】×支給対象となる日数
　⑥　適用期間
　　　　令和２年１月１日～９月３０日の間で労務に服することができない期間
　　　　ただし、入院が継続する場合、最長１年６か月


	会議結果
要旨


	【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）

○  傷病手当の対象は被用者のみであるが、国民健康保険の加入者の多くは、自営業者等であり、その方々への支援はどうなっているのか。また傷病手当により国保税率を見直す必要はないのか。

➤  傷病手当については、感染の疑い又は感染した被用者の方が収入面での心配をせずに仕事を休むことができるよう、感染の拡大を抑制することを目的として制度化されている。
　 　ご指摘の被用者以外の事業収入等を持つ方に対する対応としては、様々な事業継続に向けた支援はもとより、国民健康保険制度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が前年に比べ一定以上減少した場合には、国民健康保険税の一部減免の対象となる見込みである。
　　 また、国が定める基準により支給された傷病手当については、その財源が国から措置される。
　　　 〇　木津川市においても、新型コロナウイルスの感染者が出たと聞　
　　　　 くが、俊敏な対応をお願いする。

　　　　  傷病手当金については、手続きが大変そうに思う。市民の方々には丁寧な説明をお願いする。
　　　 ➤　傷病手当金制度については、ホームページや広報などで周知を
　　　　 する。
〇　木津川市が実施しない場合の国からの補助金等でのペナルティがあるのか。
　　　　　　➤　今回は国から調整交付金が財源として措置されるので、被保険者負担を気にすることなく、実施できる。実施しない団体には、国から当該、調整交付金は交付されない。

【審議結果】
　　　　　　全員承認　（令和２年４月２０日付）
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